
       

 

   

 

 

 

 近年は気候変動の影響により台風やゲリラ豪雨などによる

水災害が激甚化しています。  

そこで、台風や大雨により、大場川（主に上流）の水位が

上昇した時、これまでよりも早期に三郷放水路の水門（大場

川水門や大場川第二水門）を開門することで、大場川の水を

三郷放水路に取込み、大場川の水位低下を図ることができる

ようにするため、３月２３日（月）国・県・市の３者で「大

場川水門・大場川第二水門の弾力的運用における覚書」を締

結しました。  

この覚書により、大場川の水位が低下することで、地域に

降った雨水が河川へと流れやすくなり、浸水被害の軽減が期

待できます。  

 

 

【覚書の締結をした者】  

国：国土交通省  関東地方整備局  江戸川河川事務所  

県：埼玉県  県土整備部  越谷県土整備事務所  

市：三郷市  
 

 

  

 

三郷市  Ｍ ｉ ｓ ａ ｔ ｏ  Ｃ ｉ ｔ ｙ  

台風や大雨時に大場川の水位低下を図るため、  

国・県・市の３者で覚書を締結しました。  



【覚書の効果の一例】  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２０２６／４／１三郷市提供）  

＜この情報提供に関するお問い合わせ＞  

・ 三 郷市  建設部  河川課 （ 担当 ： 加茂 、片桐 ）  ℡０ ４ ８ ‐ ９ ３ ０ ‐ ７ ７ ３ ５  


